
令和４年第３回 
教育委員会定例会議案 

多賀城市教育委員会 



令和４年第３回教育委員会定例会議事日程 

                   令和４年３月１４日（月）

                    午後３時 開 会

多賀城市役所５階 ５０１会議室

日程第１ 前回議事録の承認について 

日程第２ 議事録署名委員の指名について 

日程第３ 諸般の報告 

事務事業等の報告 

日程第４ 議 事 

議 案 第 ５ 号  多賀城市教育委員会組織規則の一部を改正する 
規則について

議 案 第 ６ 号  多賀城市教育財産管理規則及び多賀城市教育委
員会における多賀城市の私債権の保全及び管理
に関する条例施行規則の一部を改正する規則に
ついて

議 案 第 ７ 号  多賀城市立学校施設の開放に関する規則の一部 
を改正する規則について

議 案 第 ８ 号  職員の人事について

日程第５ その他 



諸 般 の 報 告

 令和４年第２回教育委員会定例会以降の事務事業の執行状況及び諸会議等の状況

は、次のとおりです。 

■教育総務課関係 

３月１日から２４日まで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による宮城県

の緊急特別要請の延長を受け、部活動を中止しました。 

２月７日から３月９日まで３１日間の会期で、「令和４年第１回多賀城市議会定

例会」が開催され、教育委員会関係議案を含め、提出された議案はすべて可決され

ました。 

市立小中学校の「卒業式」は、３月５日に中学校において新型コロナウイルス

感染拡大防止対策として、来賓者数等を縮小して執り行いました。小学校におい

ては、３月１８日に執り行う予定です。 

令和４年度の市立小中学校の「入学式」は、小中学校とも４月８日に、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止対策を講じて執り行う予定です。 

  前回定例会以降の新型コロナウイルス感染症による小中学校の臨時休業状況は、

別表のとおりです。 

■生涯学習課関係 

３月１日から２１日まで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による宮城県

の緊急特別要請の延長を受け、学校開放事業を中止しました。 

前回定例会以降に実施した主な社会教育事業等は、別表のとおりです。 

■文化財課関係 

報告事項なし 

（別表）新型コロナウイルス感染症による小中学校の臨時休業状況 

（令和３年３月１０日現在） 

 休業日 学校名 

 2月24日 
多賀城東小学校（６学年のみ） 

城南小学校（３学年のみ） 

 2月25日 
多賀城東小学校（６学年のみ） 

城南小学校（３学年のみ） 

 2月28日 天真小学校（２学年のみ） 

 3月1日 天真小学校（２学年のみ） 

 3月2日 天真小学校（２年３組のみ） 
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 3月3日 
天真小学校（２年３組のみ） 

城南小学校（１学年のみ） 

 3月4日 

山王小学校（５年２組のみ） 

天真小学校（２年３組のみ） 

城南小学校 

 3月7日 城南小学校 

 3月8日 城南小学校 

 3月9日 多賀城東小学校（５年２組のみ） 

 3月10日 多賀城東小学校（５年２組のみ） 

 3月11日 多賀城東小学校（２年１組のみ） 

（別表）社会教育事業等の開催状況 

（令和４年３月８日現在） 

○文化センター（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

3月5日～ 

3月13日 

（期間中 

6日） 

冬のホワイエ無料開放（文化センターまつりが中

止になったことにより、団体の方に舞台や展示の

場を提供） 

－ 市会 

○中央公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 2月27日 

家庭教育事業「どう受け止める？子どもの気持ち～

不登校を考える～」オンライン同時配信 

講師：コミュニケーションインストラクター 

波多野 ゆか氏 

16名 中公 

○山王地区公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 2月26日 
家庭教育事業「親子みそ作り教室」 

講師： 藤本千理 氏 
13名 山公 

 3月5日 成人教育事業「御朱印講座」 10名 山公 
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○大代地区公民館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 2月26日 
成人教育事業「はじめての人のための動画編集講座」

講師：元YouTuber 佐藤大輔氏 
5名 大公 

 3月1日、8日 高齢者教育事業「スクエアステップ」 10名 大公 

○市立図書館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

2月1日～ 

2月28日 
「多賀城市立図書館大賞2021 結果発表」 － 市図 

 2月26日 「キッズクラフト おひなさま飾りを作ろう」 6名 市図 

 2月26日 
「ゼライスと学ぶ 意外で身近なゼラチンのヒミツ」

講師：ゼライス株式会社 社員 
16名 市図 

 2月27日 
「サックスプレーヤー熊谷駿さんによる多賀城リク

エストコンサート」 

定員15名

(151名) 
市図 

 2月27日 

「暮らしによりそう花と緑のワークショップ ミモ

ザのリース」 

講師：株式会社 多賀城フラワー 

12名 市図 

 3月2日 「英語の本を楽しもう 英語多読サロン」 6名 市図 

 3月6日 「図書館探検 館長と巡る図書館ツアー」 3名 市図 

 3月6日 
3.11写真展ギャラリートーク 『わたしたちは、想

いを抱えて前を向く』 
11名 市図 

○総合体育館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 2月27日 社会体育事業「おとなの朝活（ヨガ）」 13名 総体 

 2月27日 社会体育事業「おとなの朝活（トレーニング）」 11名 総体 

2月26日～ 

3月5日 

（計4回） 

介護福祉課委託事業「健康ストレッチ教室」 88名

ヘルス 

山公 

大公 

【凡例】 

中公：中央公民館  山公：山王地区公民館  大公：大代地区公民館 

市会：市民会館   市図：市立図書館    総体：総合体育館 

ヘルス：シルバーヘルスプラザ 
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令和４年３月１４日提出 

                        多賀城市教育委員会 

                         教育長 麻生川 敦 
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議案第５号  

多賀城市教育委員会組織規則の一部を改正する規則につい

て  

多賀城市教育委員会組織規則の一部を改正する規則を次のとおり制定

するものとする。  

令和４年３月１４日提出  

多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  
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多賀城市教育委員会組織規則の一部を改正する規則  

多賀城市教育委員会組織規則（平成４年多賀城市教育委員会規則第７

号）の一部を次のように改正する。  

第８条の表文化財課の項中「、調査普及係」を削る。  

第９条文化財課の部文化財係の項中第７号を第８号とし、第６号を第

７号とし、第５号の次に次の１号を加える。  

(6) 埋蔵文化財調査センターに関すること。  

第９条文化財課の部中調査普及係の項を削る。  

第２６条第２項第１号を次のように改める。  

(1) 埋蔵文化財の発掘、調査及び研究に関すること。  

第２６条第２項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第

６号までを１号ずつ繰り上げ、第５号の次に次の１号を加える。  

(6) 文化財に係る普及啓発に関すること。  

附  則  

 （施行期日）  

この規則は、令和４年４月１日から施行する。  
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議案第５号関係資料 

令和４年４月における組織改編について 

１ 組織改編の考え方 

第六次多賀城市総合計画に掲げる将来都市像の実現に向けて、現下の課題に迅速

に対応するため、令和４年４月に組織改編を行い、各部門がそれぞれ政策主体とし

てまちづくりに取り組む体制を構築する。 

なお、改編に当たっては、行政改革の視点（定員管理の適正化、組織のスリム化、

規模の適正化及び機動性の確保）を踏まえた組織とすることを考慮して部課係の統

廃合を行い、簡素で効率的な組織体制の実現を目指すもの 

２ 組織改編の概要 

(1) 各部課等の構成 

別紙資料のとおり 

(2) 教育委員会における組織改編の概要 

教育委員会事務局文化財課 ２係→１係（埋蔵文化財調査センターの兼務発令

廃止） 

埋蔵文化財調査センター所属職員全員に兼務発令することにより「調査普及係」

を設置し、１課２係体制としてきたが、これまで兼務発令の活用には至っておら

ず業務執行上の支障も生じていないことから、実態に合わせ１係とするとともに、

文化財課及び埋蔵文化財調査センターの分掌事務を整理する。 
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1
2
3
4
5
6
7 教育委員会事務局

7部 24課 4担当 5１係 1室

中央公民館、山王地区公民館

※　組織の増減比較　

子育てサポートセンター
＜児童館、放課後児童クラブ＞
＜子育て世代包括支援センター＞

保育所（志引、八幡、桜木）

＜子育て世代包括支援センター＞

＜シルバーヘルス・ワークプラザ、屋内ゲート
ボール場＞

児童発達支援センター

市長公室

令和３年４月現在の組織

４担当
１室

市
長
公
室

行政経営担当 ＩＣＴ推進室

現
行
組
織

市民文化創造担当

４担当１室
総務部 ４課　８係

３課　６係
政策秘書担当

市民経済部 ６課１２係
保健福祉部 ７課１５係
建設部 ２課　４係
上下水道部 ２課　６係

財政経営担当

４課
８係

総
務
部

総 務 課 総務企画係 人 事 係

地 域 コ ミ ュ
ニ テ ィ 課

市 民 活 動
推 進 係

広報広聴係

交 通 防 災 課

市民活動サポートセンター
さんみらい多賀城イベントプラザ

管 財 課 管財契約係 施設経営係 （工事検査監）

交通防犯係 消防防災係

６課
１２係

市
民
経
済
部

生 活 環 境 課 総務企画係
環境リサイク
ル 推 進 係

市 民 課 記 録 係 市 民 係

税 務 課 市 民 税 係
固 定
資 産 税 係

収 納 課 収 納 係

農 政 課 農 政 係 農 地 係

滞納整理係

７課
１５係

保
健
福
祉
部

社 会 福 祉 課 総務企画係 障害福祉係

子育て支援課
子 ど も
政 策 係

子 ど も
家 庭 係

国 保 年 金 課 国保庶務係

乳 幼 児
保 健 係

保 育 課

介護保険係 介護予防係

商 工 観 光 課 商 工 係 観 光 係

生 活 支 援 課 支援調整係 保 護 係

国保年金係

保育企画係 保 育 係

介 護 福 祉 課

健 康 課 成人保健係 親子保健係

２課
４係

建
設
部

都 市 計 画 課 総務企画係 都市計画係

道 路 公 園 課 管 理 係 維持修繕係

上
下

水
道
部

企 業 経 営 課 経営企画係 料金業務係

施 設 整 備 課 事業管理係
上 水 道
施 設 係

教
育
委
員
会

事
務
局

教 育 総 務 課 教育総務係 学校教育係

生 涯 学 習 課 生涯学習係 社会教育係

令和４年４月における組織図（新旧対照）

（学校教育監・指導主事）
学校給食センター、市立小中学校

２課
６係

文 化 財 課 文 化 財 係 調査普及係 埋蔵文化財調査センター、体験館

下 水 道
施 設 係

給 排 水 係

３課
６係
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1
2
3
4
5
6

※ほ場整備後は２係体制

令和４年４月の組織

中央公民館、山王地区公民館

税 務 課 市 民 税 係
固 定
資 産 税 係

収 納 課 収 納 係 滞 納 整 理 係

防 災 減 災 係

凡例

埋蔵文化財調査センター、体験館

子育てサポートセンター
＜子育て世代包括支援センター＞

秘 書 室

市民活動サポートセンター
さんみらい多賀城イベントプラザ

ＩＣＴ推進室

給 排 水 係

（工事検査監）

改
編
後
組
織

〇〇係

保健福祉部 ６課１４係
都市産業部

〇〇係

教育委員会事務局

〇〇係

＜１部４担当減　１係１室新設＞

6部 24課 52係 2室 太文字+網掛け：名称及び所管業務の変
更

総務部 ４課　８係１室
網掛けのみ：所管事務の一部変更

企画経営部 ５課１０係１室

太文字表記のみ：名称のみ変更

上下水道部 ２課　６係
＜施設等名＞

出先機関以外にも、業務所管が分かるよう
代表的な施設・事業等を記載３課　５係

４課　９係

４課
８係
１室

総
務
部

総 務 課 総 務 法 令 係

市 民 課 記 録 係

人 事 係

交 通 防 犯 係

地 域 コ ミ ュ
ニ テ ィ 課

市 民 活 動
推 進 係

広 報 広 聴 係

危 機 管 理 課

市 民 係

５課
１０係
１室

企
画
経
営
部

企 画 課 企 画 調 整 係 行 政 管 理 係

文 化 創 造 係

財 政 課 管 財 契 約 係 財 政 係

市 民 文 化
創 造 課

生 活 支 援 係 保 護 係

保 健 予 防 係

交 流 観 光 係

子ども政策課 子ど も政策係 幼 保 支 援 係

６課
１４係

保
健
福
祉
部

社 会 福 祉 課 地 域 福 祉 係

子ども家庭課 家 庭 支 援 係

健 康 長 寿 課 健 康 推 進 係

国 保 年 金 課 国 保 庶 務 係

整 備 保 全 係

保育所（志引、八幡、桜木）
＜児童館、放課後児童クラブ＞

親 子 保 健 係

＜シルバーヘルス・ワークプラザ、
屋内ゲートボール場＞

介 護 ・ 障 害
福 祉 課

介 護 保 険 係 介 護 支 援 係 障 害 福 祉 係 児童発達支援センター

生 涯 学 習 課

国 保 年 金 係

４課
９係

都
市
産
業
部

都 市 計 画 課

産 業 振 興 課

都 市 計 画 係 建 築 宅 地 係

都 市 整 備 課 管 理 係

文 化 財 課 文 化 財 係

上水道施設係

商 工 係

環 境 施 設 課 資 源 環 境 係 施 設 管 理 係

生 涯 学 習 係 社 会 教 育 係

農 政 係

上
下

水
道
部

企 業 経 営 課 経 営 企 画 係 料 金 業 務 係

施 設 整 備 課 事 業 管 理 係

※　会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、
　　新型コロナウイルス感染症対策関係組織は除く。

農 地 係

教
育
委
員
会

事
務
局

下水道施設係

（学校教育監・指導主事）
学校給食センター、市立小中学校

３課
５係

教 育 総 務 課 教 育 総 務 係 学 校 教 育 係

２課
６係
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※現・総務課業務及び現・市長公室秘書担当業務を所管
※部主管課

※現・市長公室政策秘書担当。課内室とし室長配置

〇現・生活環境課から消費生活、市民相談、人権、市民憲章等業務を移管

〇友好都市及び国際交流業務を市民文化創造課に移管
〇人権関係業務
〇消費生活相談、市民相談、市民憲章等

※現・交通防災課を名称変更

※現・消防防災係を名称変更、消防事務組合を所管

※現・市民課

※現・市長公室行政経営担当業務及び現・市長公室ICT推進室業務を所管
※部主管課

〇総合計画、行政経営、広域行政、行政評価
〇公共施設のあり方等の総合調整
〇定員管理、地方分権、行政考査、組織機構、事務決裁、BPR

※現・市長公室ICT推進室。課内室とし室長配置

※現・市長公室財政経営担当業務及び現・管財課管財契約係業務を所管

※現：管財課管財契約係
〇庁舎耐震化事業
※現：市長公室財政経営担当
〇公共施設等総合管理計画（進行管理）

※現・税務課

※現・収納課

※現・市長公室市民文化創造担当業務及び現・商工観光課観光係業務を所管

〇里山水辺共生を環境施設課に移管

〇現・市長公室行政経営担当から移住定住業務を移管
※現・商工観光課観光係を名称変更
〇現・地域コミュニティ課から友好都市業務を移管

（参考）  令和４年４月の組織改編による所管業務一覧

※改編となる組織の移管される業務及び主な所管業務について記載しています。
※変更のない部署については、名称のみ記載しています。
※凡例は、前ページを御参照ください。

総
務
部

総 務 課

総 務 法 令 係

人 事 係

秘 書 室

地 域 コ ミ ュ
ニ テ ィ 課

市 民 活 動
推 進 係

広 報 広 聴 係

危 機 管 理 課

交 通 防 犯 係

防 災 減 災 係

市 民 課 記 録 係 市 民 係

企
画
経
営
部

企 画 課

企 画 調 整 係

行 政 管 理 係

Ｉ Ｃ Ｔ 推 進 室

財 政 課

管 財 契 約 係

財 政 係

税 務 課 市 民 税 係
固 定
資 産 税 係

収 納 課 収 納 係 滞納整理係

市 民 文 化
創 造 課

文 化 創 造 係

交 流 観 光 係

※現・市民文化創造担当　〇現・地域コミュニティ課から国際交流業務を移管

※各部主管課主務係について、統一名称「総務企画係」を廃止し、担当業務が分
かりやすい名称に変更（以下、同じ。）
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□部の企画調整・地域福祉の総合的推進
※部主管課　※現・社会福祉課総務企画係業務及び現・生活支援課業務を所管

※統一名称を廃止し、担当業務が分かりやすい名称に変更

※現・生活支援課支援調整係を名称変更
〇要配慮者見守り支援
※現・生活支援課保護係

□子育てに関する企画調整、各種給付、児童福祉施設の適正運営
※現：保育課業務及び子育て支援課業務（一部）を所管

〇子育て関係計画、公立保育所、児童館、放課後児童クラブ
〇児童手当、児童扶養手当等の給付 〇保育施設等の設置・監査
※現：保育課保育係
（保育所入所調整、保育料、無償化給付等認定）

□妊娠・出産・育児を通した切れ目のない相談支援
※現・健康課親子保健係・乳幼児保健係業務及び子育て支援課業務（一部）を所管

※現・子育て支援課業務の一部を所管
〇家庭相談（子ども家庭総合支援拠点機能）、子育てサポートセンター
※現・健康課親子保健係及び同課乳幼児保健係
〇母子保健、健診、食育、子育て世代包括支援センター、母子健康センター

□健康増進、健康寿命の延伸
※現・健康課成人保健係業務及び現・介護福祉課介護予防係業務（一部）を所管

〇保健予防・健康増進の企画・調整 〇健診、がん検診等
〇感染症予防等 〇シルバーヘルス・ワークプラザ、屋内ゲートボール場
〇健康増進、生活習慣病予防、健（検）診後のフォロー、栄養指導等
〇高齢者の健康増進

□高齢者、障害者の自律・安定した生活支援
※現・介護福祉課業務（一部を除く。）及び現・社会福祉課障害福祉係業務を所管

※現・介護福祉課介護保険係
〇介護保険全般
※現・介護福祉課介護予防係業務の一部を所管
〇高齢者福祉、地域包括支援センター事業管理
※現・社会福祉課障害福祉係
〇障害福祉全般、児童発達支援センターの管理運営

※現・都市計画課内で係の所管事務を一部見直し

※部主管課　〇現・生活環境課から空き家対策を移管
※統一名称を廃止し、担当業務が分かりやすい名称に変更
〇都市計画
※現：都市計画係を名称変更
〇市営住宅　〇現・生活環境課から空き家対策を移管

※現・道路公園課を名称変更

※現・維持修繕係を名称変更

※現・農政課業務及び現・商工観光課商工係業務を所管

〇地球温暖化対策、墓地等、東部衛生処理組合
※現・管財課施設経営係

保
健
福
祉
部

社 会 福 祉 課

地 域 福 祉 係

生 活 支 援 係

保 護 係

子ども政策課

子ど も政策係

幼 保 支 援 係

子ども家庭課

家 庭 支 援 係

親 子 保 健 係

健 康 長 寿 課

健 康 推 進 係

保 健 予 防 係

介 護 ・ 障 害
福 祉 課

介 護 保 険 係

介 護 支 援 係

障 害 福 祉 係

国 保 年 金 課 国 保 庶 務 係

都
市
産
業
部

都 市 計 画 課

都 市 計 画 係

建 築 宅 地 係

都 市 整 備 課

※現・環境リサイクル推進係　〇現・市民文化創造担当から里山水辺共生を移管

国 保 年 金 係

※現・生活環境課環境リサイクル推進係業務及び同課総務企画係業務（一部）
　並びに現・管財課施設経営係業務を所管

管 理 係

整 備 保 全 係

産 業 振 興 課

商 工 係 農 地 係

環 境 施 設 課

農 政 係

資 源 環 境 係

施 設 管 理 係
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議案第５号関係資料 

多賀城市教育委員会組織規則の一部を改正する規則新旧対照表 

新 旧 

多賀城市教育委員会組織規則 多賀城市教育委員会組織規則 

平成４年８月２８日

多賀城市教育委員会規則第７号

平成４年８月２８日

多賀城市教育委員会規則第７号

第１条～第７条 略 第１条～第７条 略 

（事務局の組織） 

第８条 事務局に次の課及び係を置く。 

課 係 

略 略 

略 略 

文化財課 文化財係       

（事務局の組織） 

第８条 事務局に次の課及び係を置く。 

課 係 

略 略 

略 略 

文化財課 文化財係、調査普及係 

（事務局の事務分掌） 

第９条 事務局の課及び係の事務分掌は、次の

とおりとする。 

教育総務課 略 

生涯学習課 略 

文化財課 

文化財係 

(1)～(5) 略 

(6) 埋蔵文化財調査センターに関するこ

と。 

(7) 略 

(8) 略 

（事務局の事務分掌） 

第９条 事務局の課及び係の事務分掌は、次の

とおりとする。 

教育総務課 略 

生涯学習課 略 

文化財課 

文化財係 

(1)～(5) 略 

(6) 略 

(7) 略 

調査普及係 

(1) 埋蔵文化財の発掘調査に係る連絡調

整に関すること。 

(2) 文化財愛護思想の普及啓発に関する

こと。 

(3) 埋蔵文化財調査センターに関するこ

と。 

第１０条～第２５条 略 第１０条～第２５条 略 

第２６条 略 第２６条 略 

２ 埋蔵文化財調査センターの分掌事務は、次

のとおりとする。 

(1) 埋蔵文化財の発掘、調査及び研究に関す

2 埋蔵文化財調査センターの分掌事務は、次

のとおりとする。 

(1) 埋蔵文化財の調査立会いに関すること。
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ること。 

(2) 略 

(3) 略 

(4) 略 

(5) 略 

(6) 文化財に係る普及啓発に関すること。 

(7)・(8) 略 

(2) 埋蔵文化財の発掘に関すること。 

(3) 略 

(4) 略 

(5) 略 

(6) 略 

(7)・(8) 略 

以下 略 以下 略 
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議案第６号  

多賀城市教育財産管理規則及び多賀城市教育委員会におけ

る多賀城市の私債権の保全及び管理に関する条例施行規則  

の一部を改正する規則について  

多賀城市教育財産管理規則及び多賀城市教育委員会における多賀城市

の私債権の保全及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

次のとおり制定するものとする。  

令和４年３月１４日提出  

多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  
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多賀城市教育財産管理規則及び多賀城市教育委員会におけ

る多賀城市の私債権の保全及び管理に関する条例施行規則

の一部を改正する規則  

（多賀城市教育財産管理規則の一部改正）  

第１条 多賀城市教育財産管理規則（平成８年多賀城市教育委員会規則

第５号）の一部を次のように改正する。  

第１６条中「総務部長」を「企画経営部長」に改める。  

（多賀城市教育委員会における多賀城市の私債権の保全及び管理に関

する条例施行規則の一部改正）  

第２条 多賀城市教育委員会における多賀城市の私債権の保全及び管理

に関する条例施行規則（平成２１年多賀城市教育委員会規則第２９号）

の一部を次のように改正する。  

第５条中「市長公室長」を「企画経営部長」に、「第１３条第１項

に規定する市長公室長」を「第７条第１項に規定する企画経営部の長」

に改める。  

   附  則  

この規則は、令和４年４月１日から施行する。  
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議案第６号関係資料 

多賀城市教育財産管理規則及び多賀城市教育委員会における多賀城市

の私債権の保全及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

について 

１ 改正の趣旨 

本市においては、第六次多賀城市総合計画に掲げる将来都市像の実現に向けて、

現下の課題に迅速に対応するため、令和４年４月に組織改編を行い、各部門がそ

れぞれ政策主体としてまちづくりに取り組む体制を構築することとしている。そ

の際、簡素で効率的な組織体制の実現を目指し、行政改革の視点（定員管理の適

正化、組織のスリム化、規模の適正化及び機動性の確保）を踏まえた組織とする

ことを考慮し、部課係の統廃合による部課等の名称変更、部課等間における所管

業務の移管等が行われる。

多賀城市教育委員会においては、上記により変更となる部等の名称に係る規定

を含む「多賀城市教育財産管理規則（平成８年多賀城市教育委員会規則第５号）」

及び「多賀城市教育委員会における多賀城市の私債権の保全及び管理に関する条

例施行規則（平成２１年多賀城市教育委員会規則第２９号）」の一部について、

下記のとおり改正を行うもの 

２ 改正の内容 

(1) 多賀城市教育財産管理規則（第１条関係） 

上記の組織改編により、公有財産の管理に関する総括事務が、総務部から企

画経営部に移管されることに伴い、このことを規定する多賀城市公有財産規則

（昭和４７年多賀城市規則第１２号。以下「公有財産規則」という。）が改正

される。 

公有財産のうち教育財産（学校その他の教育機関の用に供する財産）の管理

に関する事項を規定する標記規則には、公有財産規則の規定を準用する規定が

あることから、公有財産規則の改正に伴い所要の改正を行うもの 

(2) 多賀城市教育委員会における多賀城市の私債権の保全及び管理に関する条例

施行規則（第２条関係） 

上記の組織改編により、私債権の管理に関する総合調整事務が、市長公室か

ら企画経営部に移管されることに伴い、このことを規定する多賀城市の私債権

の保全及び管理に関する条例施行規則（平成２１年多賀城市規則第２９号。以

下「市私債権規則」という。）が改正される。 

教育委員会が所管する市の私債権の管理等に関する事項を規定する標記規則

には、当該私債権を放棄する場合に、あらかじめ必要となる市の総合調整所管

部署の長への協議に係る規定があることから、市私債権規則の改正に伴い所要

の改正を行うもの

３ 施行期日 

令和４年４月１日から施行する。 
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議案第６号関係資料 

多賀城市教育財産管理規則及び多賀城市教育委員会における多賀城市の私債権の保

全及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

第１条の規定による改正（多賀城市教育財産管理規則の一部改正） 

新 旧 

多賀城市教育財産管理規則 多賀城市教育財産管理規則 

平成８年３月２２日

多賀城市教育委員会規則第５号

平成８年３月２２日

多賀城市教育委員会規則第５号

第１条～第１５条 略 第１条～第１５条 略 

（準用） 

第１６条 多賀城市公有財産規則（昭和４７

年多賀城市規則第１２号。以下「公有財産

規則」という。）第３６条から第４０条第

１項まで、第４１条第１項及び様式第４号

から第６号までの規定は、教育財産につい

て準用する。この場合において、「企画経

営部長」を「教育長」と、「公有財産」を

「教育財産」と、「行政財産」を「教育財

産」と、「４月３０日」を「４月２５日」

と読み替えるものとする。 

（準用） 

第１６条 多賀城市公有財産規則（昭和４７

年多賀城市規則第１２号。以下「公有財産

規則」という。）第３６条から第４０条第

１項まで、第４１条第１項及び様式第４号

から第６号までの規定は、教育財産につい

て準用する。この場合において、「総務部

長  」を「教育長」と、「公有財産」を

「教育財産」と、「行政財産」を「教育財

産」と、「４月３０日」を「４月２５日」

と読み替えるものとする。 

以下 略 以下 略 
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第２条の規定による改正（多賀城市教育委員会における多賀城市の私債権の保全及び管理に関す

る条例施行規則の一部改正） 

新 旧 

多賀城市教育委員会における多賀城市

の私債権の保全及び管理に関する条例

施行規則 

多賀城市教育委員会における多賀城市

の私債権の保全及び管理に関する条例

施行規則 

平成２１年１２月１７日

多賀城市教育委員会規則第２９号

平成２１年１２月１７日

多賀城市教育委員会規則第２９号

第１条～第４条 略 第１条～第４条 略 

（私債権の放棄） 

第５条 条例第１１条の規定により私債権を

放棄する場合は、課長は、あらかじめ企画

経営部長（多賀城市行政組織規則（平成７

年多賀城市条例第２６号）第７条第１項に

規定する企画経営部の長をいう。）に協議

しなければならない。 

（私債権の放棄） 

第５条 条例第１１条の規定により私債権を

放棄する場合は、課長は、あらかじめ市長

公室長 （多賀城市行政組織規則（平成７

年多賀城市規則第２６号）第１３条第１項

に規定する市長公室長 をいう。）に協議

しなければならない。 

以下 略 以下 略 
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議案第７号  

多賀城市立学校施設の開放に関する規則の一部を改正する

規則について  

多賀城市立学校施設の開放に関する規則の一部を改正する規則を次の

とおり制定するものとする。  

令和４年３月１４日提出   

多賀城市教育委員会   

教育長  麻生川  敦  
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多賀城市立学校施設の開放に関する規則の一部を改正する

規則  

 多賀城市立学校施設の開放に関する規則（平成２２年多賀城市教育委員

会規則第４号）の一部を次のように改正する。  

 第４条第１項第２号中「２０歳以上の者」を「成年に達した者」に改

める。  

第１２条第２項第２号中「１８歳以下の青少年」を「１８歳以下の者」

に改める。  

 様式第１号中、  

「  

構 成 員  

成人の団体  指 導 者 以 外 の 構 成 員 が １ ８ 歳 以 下 の 団 体

構成員  

左の構成員の内訳  

構成員  

指導者以外の構成員の内訳 

市内在住者
在 勤 者 ・ 在 学

者  
そ の他  

市内在住者・  
市内高校在学者

その他  

人 人 人 人 人 人

 」  

を  

「  

構成員  
(※指導者を含む)

市内 在住者・在勤者・在学者  
人

その他  
人

指導者以外の構成員が18歳以下の団体は、下記事項に該当する人数をお書きください。
(※維持費の減免要件の確認となりますので、減免を受ける団体は必ずお書きください。)

指導者以外の
構成員の内訳 

市内在住者・市内高校在学者  人

その他  人

                                  」  

に改める。  
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附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則の施行の日前にこの規則による改正前の多賀城市立学校施

設の開放に関する規則の規定に基づき行われた登録の申請（令和４年

４月 1 日以後に登録証の交付を受けることとなるものに限る。）は、

この規則による改正後の多賀城市立学校施設の開放に関する規則によ

る申請とみなす。  
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議案第７号関係資料 

多賀城市立学校施設の開放に関する規則の一部を改正する規則について 

１ 規則改正の趣旨 

  民法改正により成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられることに伴い、「多賀城市立学校施

設の開放に関する規則（平成２２年多賀城市教育委員会規則第４号）」について所要の改正を行うも

の 

２ 改正の内容 

(1) 第４条（使用の要件） 

学校の開放施設を使用することができる団体の要件のうち、責任者がいることとしているが、

年齢要件を「２０歳以上の者」から「成年に達した者」に改める。 

(2) 第１２条（維持費の減免） 

開放施設の使用に係る維持費を減免できる場合の要件のうち、「１８歳以下の青少年」を「１８

歳以下の者」に改める。 

(3) 様式第１号（第５条関係） 

学校開放施設使用団体登録（変更）申請書中、構成員の記入欄を改める。 

３ 施行期日 

令和４年４月１日 
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議案第７号関係資料 

多賀城市立学校施設の開放に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

新 旧 

多賀城市立学校施設の開放に関する規

則 

平成２２年３月２５日

多賀城市教育委員会規則第４号

第１条～第３条 略 

多賀城市立学校施設の開放に関する規

則 

平成２２年３月２５日

多賀城市教育委員会規則第４号

第１条～第３条 略 

（使用の要件） 

第４条 略 

(1) 略 

(2) 責任者（成年に達した者に限る。）がい

ること。 

(3)・(4) 略 

２ 略 

第５条～第１１条 略 

（維持費の減免） 

第１２条 略 

２ 略 

 (1) 略 

 (2) 指導者を除く構成員が１８歳以下の者

  であり、かつ、その半数以上が市内

に在住し、又は市内の高等学校に在学す

る者である団体が使用するとき。 

（使用の要件） 

第４条 略 

(1) 略 

(2) 責任者（２０歳以上の者に限る。）がい

ること。 

(3)・(4) 略 

２ 略 

第５条～第１１条 略 

（維持費の減免） 

第１２条 略 

２ 略 

 (1) 略 

 (2) 指導者を除く構成員が１８歳以下の青

少年であり、かつ、その半数以上が市内

に在住し、又は市内の高等学校に在学す

る者である団体が使用するとき。 

第１３条～第１５条 略 

附則 略 

別表第１ 略 

別表第２ 略 

様式第１号 別紙のとおり 

第１３条～第１５条 略 

附則 略 

別表第１ 略 

別表第２ 略 

様式第１号 別紙のとおり 

以下 略 以下 略 
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新
様式第１号（第５条関係）

学校開放施設使用団体登録（変更）申請書
年  月  日  

フ リ ガ ナ
団 体 名

責 任 者

フリガナ 携帯電話        

自宅電話        氏名

住所 〒  －

主 た る
活 動 日 時

定 期
・

不定期
曜日   時  分～   時   分

主 た る
活 動 学 校 学校名                    を使用

使 用 す る
施 設 施設名  屋内運動場・校庭・夜間照明・ミーティングルーム・柔道場・剣道場

 弓道場・多目的ホール・音楽室１・音楽室２・家庭科室・会議室

活 動 種 目
活 動 内 容

スポーツ少年
団又は協会加
盟の有無

１ スポーツ少年団加入
２（    ）協会加入

会員等の募集 している ・していない 規約の有無 有  ・  無

会 費 等 入会金      円 月会費      円 年会費      円

指導者の謝礼 支払っている（          円／月） 支払っていない

構成員 
(※指導者を含む)

市内在住者・在勤者・在学者 人 

その他 人 
指導者以外の構成員が18歳以下の団体は、下記事項に該当する人数をお書きください。 
(※維持費の減免要件の確認となりますので、減免を受ける団体は必ずお書きください。)
指導者以外の
構成員の内訳 

市内在住者・市内高校在学者 人 
その他 人 

変 更 の 事 由
（ ※ 変 更 が あ っ た と き ）

※指導者と構成員の別、構成員の住所、氏名及び年齢が確認できる団体構成者名簿を添付してく
ださい。登録にあたり会則等の提出を求められる場合もあります。
※変更があった場合は、団体名、責任者、変更箇所と理由をお書きください。

教育委員会

１．子ども会育成会、地域のコミュニティ活動等を行っている団体で、青少年の健全育成を目的とする団体であるか

２．指導者を除く構成員が１８歳以下であり、かつ、その半数以上が市内に在住し、又は市内の高校に在学する者の団体であるか
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旧
様式第１号（第５条関係）

学校開放施設使用団体登録（変更）申請書
年  月  日  

フ リ ガ ナ
団 体 名

責 任 者

フリガナ 携帯電話        

自宅電話        氏名

住所 〒  －

主 た る
活 動 日 時

定 期
・

不定期
曜日   時  分～   時   分

主 た る
活 動 学 校 学校名                    を使用

使 用 す る
施 設 施設名  屋内運動場・校庭・夜間照明・ミーティングルーム・柔道場・剣道場

 弓道場・多目的ホール・音楽室１・音楽室２・家庭科室・会議室

活 動 種 目
活 動 内 容

スポーツ少年
団又は協会加
盟の有無

１ スポーツ少年団加入
２（    ）協会加入

会員等の募集 している ・していない 規約の有無 有  ・  無

会 費 等 入会金      円 月会費      円 年会費      円

指導者の謝礼 支払っている（          円／月） 支払っていない

構 成 員

成人の団体 指導者以外の構成員が１８歳以下の団体

構成員
左の構成員の内訳

構成員
指導者以外の構成員の内訳

市内在住者
在勤者・在学

者
その他 市内在住者・

市内高校在学者 その他

人 人 人 人 人 人
変更の事由

（※ 変 更 が あ っ た と き ）

※指導者と構成員の別、構成員の住所、氏名及び年齢が確認できる団体構成者名簿を添付してく
ださい。登録にあたり会則等の提出を求められる場合もあります。
※変更があった場合は、団体名、責任者、変更箇所と理由をお書きください。

教育委員会

１．子ども会育成会、地域のコミュニティ活動等を行っている団体で、青少年の健全育成を目的とする団体であるか

２．指導者を除く構成員が１８歳以下であり、かつ、その半数以上が市内に在住し、又は市内の高校に在学する者の団体であるか
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議案第８号 

職員の人事について 

このことについて、別紙のとおり発令する。 

令和４年３月１４日提出 

多賀城市教育委員会 

教育長 麻生川 敦  
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